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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成30年1月25日(2018.1.25)

【公表番号】特表2016-506407(P2016-506407A)
【公表日】平成28年3月3日(2016.3.3)
【年通号数】公開・登録公報2016-013
【出願番号】特願2015-549448(P2015-549448)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 307/68     (2006.01)
   Ｃ１２Ｐ   7/62     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  307/68     　　　　
   Ｃ１２Ｐ    7/62     　　　　
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年12月7日(2017.12.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
【表２】

同様に「臨界点近傍の」とは、少なくともアルコール種またはＣＯ2ガスの気温と圧力の
どちらかが、それぞれの臨界点の、１５０Ｋ以内（例えば５０～１００Ｋ以内）か、２２
０ｐｓｉ以内（例えば３０～１５０ｐｓｉ）低い状態を指す。温度および圧力が臨界点近
傍、臨界点または超臨界の状態に達した際に、試薬の溶解性が高められてエステル化反応
を促進すると考えられる。言い換えれば、ＣＯ2ガス、アルコールおよび酸の種は、臨界
点近傍、臨界点または超臨界の状態下では、より酷烈でない状態よりもさらに良好に相互
作用することができる。アルコール種とＣＯ2ガスが共に臨界点近傍、臨界点または超臨
界の状態にあることを反応が必要とするのではなく、むしろそれらの種のいずれか１つが
そのような状態を満たす限りは反応が作動するのである。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式に従って、他の外来触媒が実質的に存在しない状態で、ＣＯ2雰囲気中で、フラン
ジカルボン酸（FDCA）を少なくとも１つのアルコールまたは異なるアルコールの混合物に
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反応させて、
【化１】

エステルの混合物を産生する工程を含み、式中、Ｒ基が少なくとも飽和基、不飽和基、環
状基または芳香族基である、１つまたは複数のフランジカルボン酸のエステルを製造する
方法であって、
　ＣＯ2中でのＦＤＣＡのアルコールとの前記反応が、前記アルコールもしくはアルコー
ル混合物またはＣＯ2のいずれか少なくとも１つの超臨界、臨界点または臨界点近傍のい
ずれかである温度および圧力条件下で行われる、方法。
【請求項２】
　前記Ｒ基がＣ1～Ｃ20である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＯ2が、その場で自己生成型酸触媒として機能し、エステル合成の間に元の試薬
へと再生される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記合成が、１５０℃と２５０℃との間の温度で、４００ｐｓｉから最大で３０００ｐ
ｓｉまでの圧力で行われる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記エステル混合物がモノエステルおよびジエステルを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記エステル混合物を第２のアルコールとエステル化反応で反応させて、前記アルコー
ルを再生する工程と、前記アルコールを元へリサイクルして、追加のＦＤＣＡと反応させ
る工程とをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　結晶化と酸塩基抽出とのどちらかによってモノアルキルエステルをジアルキルエステル
から分離する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記アルコールがＣ2～Ｃ6－ジオールである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　アルコールまたはＣＯ2ガスにとって超臨界、臨界点または臨界点近傍のいずれかの温
度および圧力にある操作条件下で、他の酸触媒が実質的に存在しない状態で、ＣＯ２雰囲
気中でフランジカルボン酸（FDCA）を前記アルコールと反応させる工程を含む、フランジ
カルボン酸のエステルを合成する方法。
【請求項１０】
　前記操作条件、温度および圧力を選択的に改変して、ジエステル分子の形成の方へ前記
合成反応を推進する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記操作条件が、１６０℃と２５０℃との間の反応温度にありかつ４００ｐｓｉと３０
００ｐｓｉとの間の反応圧力にある、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　イオン交換樹脂、酸塩基抽出、蒸留または結晶化によってモノエステルをジエステルか
ら分離する工程をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アルコールがＣ2～Ｃ6－ジオールである、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　他の触媒が実質的に存在しない状態で、ＣＯ2雰囲気中でＦＤＣＡを第１のアルコール
と反応させて、第１のエステル混合物を製造する工程と、エステル交換反応において前記
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第１のエステル混合物を第２のアルコールと反応させて、第２のエステル混合物を製造す
る工程とを含む、フランジカルボン酸（FDCA）を処理する方法であって、
　ＦＤＣＡのアルコールとのＣＯ2中での前記反応が、前記アルコールまたはＣＯ2の超臨
界、臨界点または臨界点近傍のいずれかの反応温度および反応圧力にある操作条件下で行
われる、方法。
【請求項１５】
　前記第１のアルコールを再生する工程と、前記第１のアルコールを元へリサイクルして
、追加のＦＤＣＡと反応させる工程とをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のアルコールがＣ1～Ｃ20アルコールである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のアルコールがメタノール、エタノールまたはプロパノールである、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２のアルコールがＣ2～Ｃ12アルコールである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２のアルコールがＣ2～Ｃ6－ジオールである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のエステル混合物が、以下の種、すなわちフランジカルボン酸メチル、フラン
ジカルボン酸エチルまたはフランジカルボン酸プロピルのいずれか１つのモノエステルか
ジエステルのどちらかを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　ＦＤＣＡのアルコールとのＣＯ2中での前記反応が、１５０℃と２５０℃との間の反応
温度で４００ｐｓｉから最大で３０００ｐｓｉまでの反応圧力で行われる、請求項１４に
記載の方法。
【請求項２２】
　ＦＤＣＡのアルコールとのＣＯ2中での前記反応が、１７０℃と２３０℃との間の反応
温度で９２０ｐｓｉ～２５００ｐｓｉの反応圧力で行われる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のエステル混合物が、塩基触媒反応または酵素反応によってエステル交換され
る、請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記エステル交換反応が８０℃～９０℃で行われる、請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第２のアルコールの沸点は、前記第１のアルコールの沸点よりも少なくとも１０℃
～２０℃高い、請求項１４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記エステル交換反応が、前記第１のアルコールの前記沸点にて減圧下で行われる、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記エステル交換反応が、リパーゼ酵素反応によるものである、請求項１４に記載の方
法。
【請求項２８】
　リパーゼはＣａｎｄｉｄａ　ａｎｔａｒｔｉｃａのものである、請求項２７に記載の方
法。
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